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令和２年第３回臨時会 本会議録 

開会 午後 １時００分 

○議長（鈴木喜明） これより、令和２年小樽市議会第３回臨時会を開会いたします。

直ちに、本日の会議を開きます。

本日の会議録署名議員に、小池二郎議員、中村吉宏議員を御指名いたします。

日程第１「会期の決定」を議題といたします。

お諮りいたします。

本臨時会の会期を、本日１日間といたしたいと思います。

これに、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鈴木喜明） 御異議なしと認め、さように決しました。

日程第２「議案第１号ないし議案第６号」を一括議題といたします。

まず、議案第１号ないし議案第５号について、市長から提案理由の説明を求めます。

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（鈴木喜明） 市長。

（迫 俊哉市長登壇）（拍手） 

○市長（迫 俊哉） 令和２年第３回臨時会の開会に当たり、ただいま上程されました各案件について、 

提案理由の概要を説明申し上げます。 

この度の臨時会は、本年の人事院勧告を受けた国家公務員の取扱いに準じ、職員の12月の期末手当の

支給率を引き下げるために、今月中に給与条例の一部改正の議決をいただく必要がありますことから、

この条例案などを御審議いただくため、招集させていただいたものであります。 

この条例案のほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業で、早急な事

業開始が必要なものに係る経費について補正予算案として提案させていただきました。今後とも、国や

北海道の動きを注視しつつ、感染拡大の防止と市内経済の活性化の両立を可能な限り図りながら、市民

生活と地域経済を守るべく、しっかり取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

初めに、議案第１号令和２年度一般会計補正予算につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金を活用した市独自事業としまして、 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減

少した新生児がいる子育て世帯の家計への支援として、国の特別定額給付金給付事業で対象外となった

令和２年４月28日以降に生まれた子供１人につき５万円を支給する新生児臨時給付金支給事業費を計上

したほか、コロナ禍における新たな働き方に対応した企業誘致のアプローチとして、首都圏の法人企業

を対象に「仕事と休暇」を体験するモニターツアーの実施に係るおたるワーケーシヨン推進事業費を計

上いたしました。 

これら２つの事業につきましては、年度内に事業が完了しない見込みであることから、所要の経費を

繰越明許費として計上いたしました。 

 また、第２回臨時会で予算措置しました離職者支援給付金支給事業費につきましては、市内の雇用情

勢が依然として厳しい状況となっていることから、12 月31日までの間に勤務先を離職された方も対象と

するため、所要の補正を計上するとともに、第３回定例会で予算措置しました児童福祉施設等職員慰労

金支給事業費につきましては、支給対象者の増加に伴い、事業費を増額いたしました。 

そのほか、季節性インフルエンザの流行期に備えた体制整備として、24時間対応の電話相談センター

を設置する受診・相談センター設置事業費や、発熱患者等の増加に備えて、土日及び祝日の検査体制を
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令和２年第３回臨時会 本会議録 

強化する地域外来・検査センター事業費を計上いたしました。 

これらに対する財源といたしまして、国・道支出金、繰入金を計上いたしました。 

以上の結果、一般会計における補正額は、歳入歳出ともに5,554万5,000円の増となり、財政規模は737

億4,704万5,000円となりました。 

続きまして、議案第２号から議案第５号までについて説明申し上げます。 

議案第２号特別職に属する職員の給与条例の一部を改正する条例案につきましては、特別職の期末手

当の支給割合について、職員の期末手当の支給割合の引下げに準じた改定を行うとともに、この改定に

かかわらず、引き続きその支給割合を独自削減し、据え置くこととするものであります。 

議案第３号職員給与条例等の一部を改正する条例案につきましては、国家公務員の給与改定に準じ、

職員及び病院事業管理者の期末手当の支給割合を引き下げるとともに、所要の改正を行うものでありま

す。 

議案第４号動産の取得につきましては、Ｎ95マスクを取得するものであります。 

議案第５号動産の取得につきましては、新型コロナウイルス感染症等患者移送車両を取得するもので

あります。 

以上、概括的に説明申し上げましたが、何とぞ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。

（拍手） 

○議長（鈴木喜明） 次に、議案第６号については、会議規則第32条第３項の規定により、提案理由の

説明を省略することにいたしたいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鈴木喜明） 御異議なしと認め、さように決しました。

これより、質疑を行います。

通告がありますので、発言を許します。

（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（鈴木喜明） ７番、丸山晴美議員。

（７番 丸山晴美議員登壇）（拍手） 

○７番（丸山晴美議員） 第３回臨時会提出議案について質疑をいたします。

初めに、議案第３号小樽市職員給与条例等の一部を改正する条例案についてです。

人事院勧告では、民間の支給割合との均衡を図るため国家公務員の一時金の年間支給月数を4.50月か

ら4.45月に引き下げ、民間の支給状況等を踏まえ、期末手当の支給月数に反映させると示しました。こ

れに準じて、小樽市は市職員の期末手当を0.05月削減するとしています。 

まず、公務員の給与引下げにより、全ての労働者の賃下げにつながると考えますが、その認識はあり

ますか。 

次に、消費税増税と新型コロナウイルス感染症拡大の影響のもとで、期末手当引下げは地域経済にも

大きな影響を及ぼすと考えますが、その認識はありますか。 

公務員人事管理に関する報告では、慢性的な長時間労働を解消するため要員確保が必要としながらも、

具体策は示されていません。医療人材の不足はこれまでも問題視されてきました。小樽市も例外ではあ

りません。コロナ禍で、さらに深刻になっています。国は必要な人材確保のための財源をしっかりと保

障し、その責任を果たすべきと考えますが、見解を伺います。 

市職員の時間外勤務についてですが、職員課で集計している部署についてデータを出していただきま
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した。この中では、管理職の時間外勤務が反映されませんし、新型コロナウイルス感染症対応だけを切

り離すことはできませんけれども、今年度４月から10月までの時間外勤務時間を昨年度の同時期と比較

すると、全体で15.78％増加しており、新型コロナウイルス感染症対応の影響が考えられます。 

事業継続支援金等の担当部署で特に時間外が増えた産業港湾部産業振興課では約5.6倍となっていま

す。保健所についても、健康増進課が約6.7倍、保健総務課が約2.5倍、生活衛生課は約1.2倍であまり増

えていないようですけれども、実際は管理職がＰＣＲ検査を行っており、データに表れないだけで、時

間外勤務はかなり増えているということでした。 

人事院勧告では、民間企業におけるボーナスの支給月数との比較を期末手当引下げの理由にしていま

すが、その原因は、昨年10月の消費税増税と、政府の新型コロナウイルス感染症対策のまずさが、日本

社会の混乱を増幅させています。それは、本来、新型コロナウイルス感染拡大収束後に予定されていた

ＧＯＴＯキャンペーンを強行したことや、無症状の陽性者を明らかにする規模でのＰＣＲ検査にも踏み

出さない政府の姿勢を見ても明らかであり、困難な状況で奮闘してきた市職員の期末手当は削減するべ

きではありません。 

10万人当たりの感染者数でみれば、北海道は全国で最も感染者の多い自治体です。こうした状況で、

いつまた市内でクラスターが発生するか、高齢化率の高い小樽市で感染が蔓延すれば、重症化する患者

も多く出ることが心配されます。 

収束が見えないコロナ禍で、市民の生活を支える自治体行政の担い手である市職員の期末手当引下げ

を撤回することを求めますが、考えをお聞かせください。 

次に、新生児臨時給付金支給事業についてです。 

コロナ禍の出産は今までと違い、立会い出産はもちろん、面会もできず、独りで産まざるを得ないと

なれば、母親の気持ちは不安でいっぱいです。こうした大変な状況で新たに赤ちゃんを迎えた世帯に広

く給付していただきたいと考え、お聞きします。 

私は、第２回定例会で、特別定額給付金について、基準日の翌日である４月28日以降、緊急事態宣言

が解除された５月25日までに出生した子供を対象に、少子化対策の一環として給付することを提案しま

したが、実現しませんでした。 

道内の人口10万人以上の都市を見ますと、札幌市では５月25日までに出生した赤ちゃんに10万円を給

付しています。北見市は５月31日まで、江別市は来年３月31日、旭川市と千歳市は来年４月１日までに

生まれた子供に10万円の支給をします。また、苫小牧市は今年12月31日までに生まれた子供に５万円の

商品券を送ることになっています。 

第２回臨時会を経て行われた離職者支援給付金は、コロナ禍で離職を余儀なくされ再就職に至ってい

ない方に５万円の支給をするものでした。この給付件数は255件、その中で、４月28日以降に生まれた子

供がいた場合には５万円が加算されます。この加算を受けられた件数は、僅か４件でした。 

今回、小樽市が、４月28日以降来年３月31日までに生まれた子供への給付を盛り込んだことは評価し

ます。しかし、市が示した支給要件では、実際に対象となるケースはかなり狭められてしまうのではな

いでしょうか。 

この事業の支給要件である、主たる生計維持者の収入が、前年比30％以上の減収が見込まれることと

する要件を緩和する考えはありませんか。お答えください。 

最後になってしまいましたけれども、この新生児臨時給付金支給事業の前提条件について、確認して

おきます。 

小樽市の母子健康手帳交付件数についてです。 
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2019年度と比較した増減率は、４月はマイナス34.1％、５月は40件で同数、６月は少し増えて8.8％で

したが、７月マイナス5.9％、８月マイナス2.9％、９月マイナス29.8％、10月マイナス5.7％です。増減

率に凸凹がありますが、４月から10月を通してみると、前年度同時期からマイナス11.3％でした。2019

年度は2018年度と比べマイナス3.3％でしたので、今年度に入り減少幅が広がっています。 

2019年度の母子健康手帳交付件数は464件でした。仮に今年度11％減少すると仮定すれば、今年度の母

子健康手帳交付件数は411件程度と予想されます。 

この件数がそのまま将来の出生数にはならないとはいえ、一定の傾向を見ることはできると考えます。

母子健康手帳交付件数の減少幅が広がっており、新型コロナウイルス感染拡大の影響で少子化に拍車が

かかると考えますけれども、見解をお聞かせください。 

再質問を留保し、質問を終わります。（拍手） 

○議長（鈴木喜明） 説明員の答弁を求めます。

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（鈴木喜明） 市長。

○市長（迫 俊哉） 丸山議員の御質問にお答えいたします。

初めに、小樽市職員給与条例等の一部を改正する条例案について御質問がありました。

まず、公務員の給与引下げによる、全ての労働者の賃金への影響につきましては、公務員の給与は、

基本的に民間給与の調査を踏まえた人事院勧告に基づき改定されるものであることから、むしろ、民間

の労働者の賃金に準拠しているものであると認識をいたしております。 

次に、期末手当の引下げによる地域経済への影響につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大に

より、地域経済は多大な影響を受けておりますが、今回の公務員の給与引下げは、一時金である期末手

当を0.05か月引き下げるものであり、月例給については据置きとされたことから、地域経済への影響は

限定的であると考えております。 

次に、医療人材の要員確保のための国の財源保障につきましては、当市としても、医療人材の要員確

保については必要であると考えております。 

国からの財源保障につきましては、全国市長会を通じて、医療機関や保健所の人材不足に対する十分

な財源措置を講じるよう要望しており、今月11日には、私も自ら国に出向き、直接要望してきたもので

あります。 

次に、市職員の期末手当引下げを撤回することにつきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響により、関係する職員には大きな負担をかけていると認識しておりますが、本市職員の給与は、人勧

準拠を基本に改定してきている経過がありますので、撤回することは考えておりません。 

次に、新生児臨時給付金支給事業について御質問がありました。 

まず、給付金の支給要件の緩和につきましては、この度の制度趣旨は、新型コロナウイルス感染症の

影響により収入減少が見込まれ、生活に支障を来たしている子育て世帯への支援を目的とするものであ

ります。 

このことから、支給要件の設定に当たっては、本市が同様の趣旨で実施している国民健康保険料や介

護保険料などの減免を行う際の要件を準用したものであり、本給付金の支給要件を緩和する考えはござ

いません。 

次に、新型コロナウイルス感染症の影響による少子化についての見解につきましては、全国的にも少

子化傾向が続く中、感染症の流行による妊婦への感染リスクや景気の後退への不安によって、妊娠や出

産へのためらいにつながることが、母子健康手帳交付減少数の増加に表れていると考えております。 
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本年の出生数は、これまで昨年とほぼ変わらない人数となっておりますが、コロナ禍が続く状況にお

いては、今後の出生数に影響を与えるものと考えております。 

（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（鈴木喜明） ７番、丸山晴美議員。

○７番（丸山晴美議員） 再質問いたします。

コロナ禍の影響で市の職員の方々が大きな期待を受けながらその職務に当たってきた、そして、かな

り大きな負担がかかっているのではないかと思います。例えば、特別定額給付金ですけれども、私自身

は申請から給付までにもっと時間を要するのではないかと思っておりましたが、いろいろなところから

応援の職員の方が給付申請のチェックに当たって、そして、その応援を出した様々な部署の方々が、そ

の仕事をカバーするために、またその場所で頑張ってきたのだと思っております。それで、国への要望

について、今までもされてきたということでした。 

お答えの中で、今月11日に直接要望もしてきたというふうにお答えをいただきましたけれども、その

時の感触などをお聞かせいただければと思います。 

それから、新生児臨時給付金支給事業ですけれども、前提条件の確認ということで母子健康手帳につ

いてお聞きしました。減少している理由が新型コロナウイルス感染症だけとは言い切れないとは思いま

すが、日常の経済活動から生活スタイルまでを変えることが今求められているこのコロナ禍で、これは

コロナ禍である、コロナ禍ではないというふうに切り分けることは不可能だと思います。このコロナ禍

の前から小樽市の少子化というのは深刻な状況にあったと考えていて、このコロナ禍は追い打ちをかけ

ているのではないかと思います。 

ここで、積極的に子育てを応援するという市の姿勢を示すことが必要ではないかと考えて、何度もこ

ういった質問をさせていただいているわけですが、前年比30％以上の減収を見直す、あるいはこの主た

る生計維持者というのを世帯単位でみるというようなことはできないのかどうか、お答えいただけます

か。 

○議長（鈴木喜明） 説明員の答弁を求めます。

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（鈴木喜明） 市長。

○市長（迫 俊哉） 丸山議員の再質問について、お答えをさせていただきたいと思います。

１点目は、国への要望についての感触はどうだったかということですが、これにつきましては、今月

11日に北海道市長会のメンバーの一員として、国に対する要望を行いまして、私にも船橋財務政務官と

面会した際に発言の機会が与えられました。私からは、地域医療への理解を深めていただきたい、今置

かれているこの地域医療の現場の現実を理解いただきたいということでお話をさせていただきましたけ

れども、明快な御回答はその場ではいかだけませんでしたが、一定程度、要望書の中にも記載されてい

る事項ですので、御理解はいただけたのではないかなというふうに思っているところでございます。 

それから母子健康手帳との関係で、今回のコロナ禍が少子化に追い打ちをかけるのではないかという

ようなことで、子育て支援策の充実について、お尋ねがあったかというふうに思いますけれども、答弁

をさせていただいたとおり、少子化につきましては、かねてから進行しておりまして、このコロナ禍の

影響により、一時的にやはり少子化が加速すると言いますか、そういった状況にはなるというようなこ

とで私どもとしては懸念をしているところでございます。 

ただ、少子化はもう長く続いておりますし、市全体のこれからの課題でありますので、引き続き子育

て支援策の充実に努めていきたいというふうに考えているところでございます。 
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それから３点目は、新生児臨時給付金支給事業について見直す考え方はないのかということでござい

ますけれども、あくまでもこれは子育て支援策ということではなくて、新型コロナウイルス感染症対策

として実施をさせていただくものであります。子育て支援策について、先ほども答弁させていただいた

とおり、今後もしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っておりますけれども、新型コロナウイ

ルス感染症対策として実施するものにつきましては、これまでも答弁をしてまいりましたが、本当にお

困りになっている市民の方ですとか、あるいは事業者の方を支援するといった考え方で取り進めてきた

ものでありますので、今回この制度設計を変えて実施するという考え方はございませんので、御理解を

いただきたいというふうに思います。 

（「議長、７番」と呼ぶ者あり） 

○議長（鈴木喜明） ７番、丸山晴美議員。

○７番（丸山晴美議員） 再々質問します。

30％以上の減収というこの要件については、様々な給付事業の中で出てきた数字だというふうに私も

認識しています。ただ、その主たる生計維持者と限定するのか、それとも世帯単位で見るのかというこ

とが、支給を受けられるか受けられないかというボーダーに、影響が出てくると思います。例えば、主

たる生計維持者が20％程度の減収であった場合には、今回のこの支給事業は受けられないわけですけれ

ども、主たる生計維持者が20％程度の減収であった、そしてその配偶者が例えば半分以上、３割ぐらい

しか給料をもらえなくなったということであれば、その二人の給料で生活している場合ですと、これは

世帯で見ると30%以上の減収になるわけです。こういったところに手を差し伸べる可能性を探りたいとい

うことでの質問だったのですが、検討するというようなことにはならないでしょうか。お答えをお願い

します 

○議長（鈴木喜明） 説明員の答弁を求めます。

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（鈴木喜明） 福祉部長。

○福祉部長（小野寺正裕） ただいまの丸山議員の再々質問にお答えします。

世帯の収入として30％という御質問でございましたが、今回、例えば健康保険とかの条件については

30％ということで、それを準用しているのですけれども、今回、この事業をやるに当たってもう一つ付

け加えた部分がありまして、これは30％いかなくても世帯主の収入が市民税の非課税限度額以下になっ

た場合については対象にすると。要は、例えば世帯全体で1,000万円の収入があった方が700万円になっ

たら対象になってしまうと、ですが、例えば400万円の方が300万円になっても３割にならないので対象

にならないと、そういうことがあってはいけないということで、３割のほかに非課税の部分を付け加え

たわけでございます。 

そういった観点から経済部分というのは見ていますけれども、ただ、これを世帯全体ということにす

ると、例えば、審査の部分とか非常に実務的な部分でも、支給までの影響というのが大きく考えられる

部分もありまして、また、ほかの減免制度との兼ね合いもありますので、今回は世帯主ということで進

めさせていただきたいというふうに考えてございます。 

○議長（鈴木喜明） 以上をもって質疑を終結し、この際、暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時３１分 

―――――――――――――― 

再開 午後 ２時００分 

○議長（鈴木喜明） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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これより、一括討論に入ります。 

（「議長、19番」と呼ぶ者あり） 

○議長（鈴木喜明） 19番、高野さくら議員。（拍手）

○１９番（高野さくら議員） 日本共産党を代表して、議案第３号は否決を主張し討論を行います。

初めに、新型コロナウイルス感染症に罹患した方々、御家族、関係者の皆様にお見舞いを申し上げる

とともに、1日も早い御回復を祈念いたします。また、昼夜問わず、最前線にて必死で闘っている小樽市

立病院、保健所、医療・介護関係者、市役所職員の皆様に心からの敬意と感謝を申し上げます。 

議案第３号小樽市職員給与条例等の一部を改正する条例案についてです。 

人事院勧告では、国家公務員の一時金の年間支給月数が民間事業所の一時金支給月数を0.04月上回っ

ているとして、現在の一時金の年間支給月数4.5月のうち0.05月を期末手当から削減するとしています。 

この削減は、コロナ禍で奮闘する公務労働者の苦労に応えず、コロナ禍を経て求められる内需主導型

への経済転換にも背を向けるものです。長時間労働の是正では、超過勤務の上限を強調するだけで、増

大する業務量に反して強行されている定員削減や必要な人員確保には触れていません。 

今、保健所や病院で働いている職員は、コロナ禍の中、命と健康を守るために働いています。業務量

が増える中で大変な過密労働を強いられています。このことからも、収束が見えないコロナ禍で、市民

の生活を支える自治体行政の担い手である市職員の期末手当の引下げには賛成できません。 

以上を申し上げ、討論といたします。（拍手） 

○議長（鈴木喜明） 討論を終結し、これより、順次、採決いたします。

まず、議案第３号について、採決いたします。

可決と決定することに、賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立） 

○議長（鈴木喜明） 起立多数。

よってさように決しました。

次に、ただいま決定いたしました以外の議案について、一括採決いたします。

いずれも可決と決定することに、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（鈴木喜明） 御異議なしと認め、さように決しました。

以上をもって、本臨時会に付託されました案件は、全て議了いたしました。

第３回臨時会は、これをもって閉会いたします。

閉会 午後 ２時０３分 
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会議録署名議員 

  小樽市議会  議 長  鈴  木  喜  明 

議 員  小  池  二  郎 
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○諸般の報告

○令和２年小樽市議会第３回臨時会議決結果表



 

○諸般の報告 

（１）監査委員から、令和２年８月、９月分の各会計例月出納検査について報告があった。（招集日印刷

配付分） 
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